
個 別 注 記 表

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に
電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたしま
す。

第18回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

（自 2022年４月１日　至 2023年３月31日）

株式会社フレクト



個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 棚卸資産

・商品 移動平均法による原価法（貸借対照表の収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法に
より算定）

・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げ方法により
算定）

・貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に

ついては、定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、建物
を除き法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。主な耐用年数は以下
のとおりであります。

建物　　　　　　　　　２～24年　（注）
工具、器具及び備品　　４～10年

注）本社ビル内装工事等に係る固定資産については、定期賃貸借契約を締結しているため、契約期間を耐用
年数としております。これによる減価償却費への影響額は軽微であります。

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。
・サービス提供目的のソフトウエア 見込利用可能期間（３年）に基づく定額法によっております。

(3）重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要なサービスにおける主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

① クラウドインテグレーションサービス
　クラウドインテグレーションサービスは、主に顧客との契約に基づきソフトウエアの開発を行う義務

を負っています。
ソフトウエアの開発のうち請負契約（成果完成型準委任契約を含む）については、当社の義務の履行に

より資産が生じる又は資産の価値が増加し、資産が生じる又は資産の価値が増加するにつれて顧客が当該
資産を支配することから、一定の期間にわたり充足される履行義務であり、開発の進捗度に基づき一定の
期間にわたり収益を認識しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに
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発生した開発原価が、予想される開発原価の合計に占める割合に基づいて行っています。進捗度に応じて
収益を認識することにより計上した対価に対する権利として契約資産を認識しています。契約資産は、対
価に対する権利が無条件となった時点で売上債権に振り替えています。

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い
請負契約（成果完成型準委任契約を含む）については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益
を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

一方、準委任契約については、当該契約に定められた役務を提供した時点で履行義務を充足することか
ら、一時点で収益を認識しています。

取引の対価は、開発されたソフトウエアに対する支配が顧客に移転した時点から概ね1年以内に回収し
ており、重要な金融要素は含んでおりません。

② Cariotサービス
　Cariotサービスは、主に顧客との契約に基づき、一定期間に渡ってCariotサービスを提供する義務
を負っています。当該履行義務はサービス提供に応じて充足されるものであり、一定の期間にわたって
収益を認識しています。
　取引の対価は、主としてサービスを提供する契約を締結した顧客から事前に受け取った前受金であ
ります。取引の対価の受取からサービスの提供予定期間は概ね1年以内となっており、重要な金融要素
は含んでおりません。

(4) 引当金の計上基準
① 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき

額を計上しております。
② 役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額

を計上しております。
③ 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、受注契約のうち当事業年度において損

失が発生すると見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積可能なものについて
は、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準の適用指針）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
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有形固定資産の減価償却累計額 62,896千円

普通株式 2,976,560株

普通株式 37株

普通株式 196,600株

３．会計上の見積りに関する注記
（一定の期間にわたり充足される履行義務による収益）

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額　681,273千円
（注）当事業年度末において進捗中のプロジェクトにつき、売上高に計上した金額であります。
⑵　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるクラウドインテグレーションサービスに
おける一部のプロジェクトについて、プロジェクトの進捗度の見積りは原価比例法を適用し、一定の期間に
わたり収益認識を行っております。一定の期間にわたり充足される履行義務による収益の計上にあたって
は、プロジェクト原価総額及び当事業年度末における進捗度を合理的に見積る必要があります。各プロジェ
クトで要員管理・進捗管理・予算管理を行っておりますが、予期し得ない不具合の発生等により、開発工数
が大幅に増加し、不採算プロジェクトが発生するような場合には、売上原価（受注損失引当金繰入額含む）
が増加することによって当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります

４. 貸借対照表に関する注記

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金に関する事項
① 配当金支払額等
　　該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
　　該当事項はありません。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数
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貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額

長期借入金(※2) 633,110 614,656 △18,453

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の主な発生原因は、税務上の繰越欠損金であります。

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行借
入やエクイティファイナンス等による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが３か月以内の支払期日であります。借入金は、主

に運転資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で13年後であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制

(i) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先別に回収期日

及び残高を管理し、円滑かつ確実な回収を図っております。
敷金は、賃貸借契約締結に際し、預託先の信用判定を行うとともに、定期的にモニタリングを行

い、信用状況の把握に努めております。
(ii) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、資金収支予測を作成し、資金需要を把握しております。また、一定の手許流動性を維持す
ることにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
(単位：千円)

（※1） 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」については、
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してい
ます。

（※2） 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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１ 年 以 内 1 年 超
５ 年 以 内

５ 年 超
1 0 年 以 内 1 0 年 超

現金及び預金 1,155,022 - - -

売掛金 543,221 - - -

合計 1,698,243 - - -

１ 年 以 内 1 年 超
５ 年 以 内

５ 年 超
1 0 年 以 内 1 0 年 超

長期借入金 50,580 257,520 242,410 82,600

合計 50,580 257,520 242,410 82,600

（注1) 金銭債権の当事業年度末日後の償還予定額
(単位：千円)

（注2） 長期借入金の当事業年度末日後の返済予定額
(単位：千円)

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。
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時価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長期借入金 - 614,656 - 614,656

クラウドソリューション事業

一時点で移転される財又はサービス 3,936,078

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 1,369,760

顧客との契約から生じる収益 5,305,839

その他の収益 -

外部顧客への売上高 5,305,839

② 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率を基に、
割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

９． 収益認識基準に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

（2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に

関する注記(3)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
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当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 448,307

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 543,221

契約資産（期首残高） 164,934

契約資産（期末残高） 681,273

契約負債（期首残高） 78,754

契約負債（期末残高） 74,096

(1) １株当たり純資産額 514円12銭
(2) １株当たり当期純利益 75円54銭

（3）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

                                                                          (単位：千円)

契約資産は、主にクラウドインテグレーションサービスにおいて、進捗度に応じて収益を認識するこ
とにより計上した対価に対する権利であります。

契約負債は、主にCariotサービスを提供する契約を締結した顧客から事前に受け取った前受金であり
ます。当事業年度期首の契約負債に対する履行義務は、当事業年度に全て充足されております。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社において、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との

契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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